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教育福祉委員会　小中一貫教育について聞き取り、一部議論も
５月１日に行われた教育福祉委員会では、「小中一貫教育推進事業」に対して、教育委員会事務局から説明と質問に対する回答等がありました。
１、「小中一貫教育推進事業」について。
【目的】小中学校の教職員の協働によって「授業改善」をし、義務教育９年間を見通したカリキュラムの研究を進め、基本的な生活習慣、学習習慣、規範意識を定着させ、学力の向上及び中学校への滑らかな接続へつなげるもの。
【事業内容】 ① 小中学校の教職員が、義務教育最後の中学３年生の目指す子どもの姿を設定し共有し、具体的方策を講じてその実現を図る。 ② 小中学校の教職員が合同で研修会等を実施し、統一した授業改善について研修を深める。 ③ 子どもたちの実態や地域の特性を生かした中学校ブロックごとの取組を推進する。
【予算】１，２１５千円。 ① 中学校ブロックごとに、講師招聘による研修、児童生徒の実態調査の分析を基にした研修会等を実施する経費。 ② 中学校ブロックごとに、子どもたちの実態や地域の特色を生かした取組の経費。 ③ 交流活動等実施による会場費、移動費。 ④ 取組を地域へ発信する経費等。
２、「小中一貫教育推進事業」に関する主な質問と教育委員会の回答。
◎ 小中連携（一貫教育研究）の成果と課題は。
<成果>  ① 小６生の中学校進学の心配を和らげ、中学生の上級生としての自覚が高まった。 ② 小・中の教師の心理的距離が近くなった。 ③ 中学校ブロックで取組むことで家庭への啓発につながっている。 ④ 小６生が乗り入れ授業を受けることで、中学の授業に対する不安解消につながった。中学教員は、小学生の実態をつかむ大切さがわかった。 ⑤ めざす子ども像や９年間の教育課程を共有することで、縦の系統性を意識した指導ができた。
<課題>  ① 小・中学校の距離があるため、教師や児童生徒の移動手段・時間確保が困難。 ② 単発の交流・イベントの域を脱し得ず、めざす子どもの姿を共有したり、指導法を共に改善したりするまでに至っていないので、学力向上や問題行動等の解消につながっていない。 ③ 乗り入れ授業をする際の打ち合わせの時間や乗り入れ授業の時間の確保が困難で、中学校の負担が大きい。 ④ 教員の学校間の移動時間等を考えると負担が大きい。　　　　　　　　　　　（右頁に続く）
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください。
日刊紙　月３,４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議員団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/
ご意見をお寄せください　ＦＡＸは　２２－３０２８　（星野自宅）

◎ 桑名市の小中連携教育の方向性とやり方は。
① 「授業改善」を柱として「学力向上」「安心した学校生活」「豊かな人間性や社会性の育成」をめざす。 ② 柱は、「授業改善」である。今までの授業は、教師が子どもたちに知識や技能を習得させ教え込む授業が多くみられた。これからの子どもたちが１０年先も予測困難で複雑な社会を生き抜いていくためには、知識・技能を生かして、課題を見出し、柔軟に考え、人と協働して解決していく力が必要である。そのために、授業を子どもたち同士の対話を主とした学びに改善し、教えられ授業から、子どもたちが学び取る授業にしていかなければならない。そうした「授業改善」をし、「学力向上」「安心した学校生活」「豊かな人間性や社会性の育成」を実現していく。 ③ これから求められる力を育成していくためには、義務教育を終える中学３年生でめざす姿を小・中学校の教職員が共有し、９年間をかけてじっくりと取組んでいく必要があり、教師は、個々の子どもの学びの状況や課題を次の学年へ、小学校から中学校へ確実に引き継ぎつないでいく事によって、より効果的に求められる力を育成できると考える。 ④ 各中学校ブロックでの取組としては、次の３点である。（１）９年間を通した「めざす子ども像」を設定する。（２）小・中学校の教員が気持ちを一つにして「授業改善」をする。（３）子どもや地域の実態に根ざした中学校ブロックごとの取組を進める。
· 地域住民の意見をどのようにとらえているのか。
① 桑名市の小中一貫教育は、「授業改善」を柱にした取組であるため、地域住民の方には、授業参観をし、子どもたちの授業での様子や学び方等を見ていただきたい。 ② 今後、各小中学校に「コミュニティスクール」を設置していくので、その中で、学校運営全般に対して意見をいただくような学校づくりをしていく。 ③ 「コミュニティスクール」に関しては、自治会連合会理事会の場において説明をし、一定の理解を得る手はずをした。
◎ 住民説明会は実施するのか。  （出前講座が可能です。） 　　　　　　　　　

地域住民へは、「広報くわな」での周知や市ＰＴＡ連合会での説明を実施したい。
◎ 小中一貫教育は小学校の統廃合が目的ではないのか。
小中一貫教育を取入れることは、以前から取組んでいる小中連携を発展させ、学力・学習意欲の向上や小学校から中学校への滑らかな接続を図ることが第１の目的です。２０２０年から実施される新学習指導要領への対応にも意味がある。
国保の｢都道府県化｣について
安倍政権下で今年の４月から始まった国保(国民健康保険)の「都道府県化」(広域化)によって、今でも高すぎる国保料(税)を値上げする自治体が出ています。一方、独自に負担軽減を行う動きもあります。国の悪政に付き従うのか、住民生活を守る“防波堤”となるのか。国と自治体の姿勢が問われるとともに、負担軽減などを求める住民運動が必要です。

（註：桑名市は今年度、基金(貯金)を取り崩し値上げはしませんでした。しかし、基金は私たちが払った高い保険税の余ったお金で、いつまで据え置きが続くか分かりません。）

国は１９８０年代から国庫支出を縮小し、都度府県に肩代わりをさせて国の責任を後退させています。国保会計の収入の約５割を占めていた国庫支出を約２割(２０１５年度)に削減し、市町村国保の財政悪化に拍車をかけました。

新制度(｢都道府県化｣)は、市町村ごとの国保の財政運営責任を都道府県に担わせ、国の公費支出削減のため、医療費抑制や国保料(税)の値上げ、取り立て強化につなげる仕組みです。市町村に対し、市町村ごとの医療費水準等を反映した納付金の完納を義務付けるとともに、「標準保険料率」等を示す事になりました。これまでより低い国保料(税)だった市町村を、法定外繰入金の削減・解消＝国保料(税)の値上げへ誘導しています。国は、財政支出の配分要件として、自治体間で繰入金の削減や国保料(税)の徴収強化、医療費削減を競わせる「保険者努力支援制度」までつくりました。

加入者が支払う２０１８年度国保料(税)は各世帯の所得を反映して６月中に決まり、７月中旬に通知書がきます。６５歳以上の方の場合、介護保険料が４月から値上げされており、市町村によってはダブルパンチになる可能性もあります。

国保加入者は、年金生活者や非正規雇用の低所得者が８割を占め、生活苦は深刻で、保険料(税)滞納世帯は全国で２９０万にのぼる構造的問題を抱えており、保険料(税)を払えずに無保険状態になったり、市町村による“正規保険証の取り上げ”により病院に行けなくなり、病気が重症化する人が相次いでいます。重症化・手遅れで亡くなった事例が２０１７年には全国で６３人もありました。

三重短期大学　長友薫輝教授(社会保障論)（桑名市在住）の解説
１、都道府県に医療費抑制・削減を進める“管制塔”の役割をさせていくものだ。
２、“様子見”で何とか国保料(税)を据え置いたり、値下げをする自治体がある一方、値上げしたのは、安倍政権が求める法定外繰入金の削減・解消＝医療費削減路線に便乗した形です。
３、新制度で負担増を迫れば、住民が健康に生きる権利や医療を受ける権利はさらに阻害されます。市町村は、都道府県化によって地域医療・福祉の責任を放棄するのではなく、地方自治の観点で住民の命や健康を守るため、国の財政措置と繰入金を使って国保料(税)をさらに値下げすることこそが必要です。
４、国は法定外繰入金による値下げをやめさせようとしていますが、繰入金は国が減らした国庫支出を一部肩代わりするものです。財政健全化や医療費削減は手段であって目的ではありません。住民の命と健康を守る社会保障をいかに実現するかが大切です。お金持ちから低所得者へと、税と社会保障を通じた所得再配分を強化することで生活を底上げし、地位経済の好循環にもつながります。国庫支出を抜本的に増やすことこそが必要です。　(参考 ５月２日、３日しんぶん赤旗)

「桑名市国民健康保険第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）と第３期特定健康診査等実施計画」（平成３０年度～平成３５年度）を公表
上記計画の報告が５月１日の教育福祉委員会協議会でありました。
デ―タや分析は最新の物に更新されていますが（第１章―第４章）、計画の基本理念や目的・施策（第５章）は平成２８年３月に作られた「桑名市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）」(平成２７年度～平成２９年度)と全く同じでした。
＊計画の基本理念と目的・施策
医療情報等の分析結果による健康課題と対策の方向性から、基本理念を「健やかな心と体はまちの宝物」としました。この基本理念に基づき、目的を定め、施策を展開していきます。

【基本理念】健やかな心と体はまちの宝物
【目的】　　健康寿命の延伸及び医療費の適正化
※「健康寿命」とは、「日常的に介護を必要とせず、自立して心身ともに健康的な日常生活を送ることができる期間」。

【施策】被保険者一人ひとりが自立して健康で自分らしく生活が送ることができるよう、主体的に疾病予防と健康増進に取り組めるよう保健事業を推進します。また、健康・医療情報を活用して医療費の適正化を推進します。

１、特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率の向上

２、生活習慣病の重症化予防

３、がんの早期発見・早期治療を目指した重症化予防

４、重複頻回受診者への適切な受診指導　　　　　　　　　
５、健康づくりの啓発活動　　　　　　　　　　　　　　　これでいいの
６、後発医薬品の使用促進　　　　　　　　　　　　　　　だろうか？！
６つの施策について、実施計画が少し具体的に書かれています（第６章）。
是非ＨＰから検索し、ご一読をお願いします。（全８１ページ）
今年も｢原水爆禁止国民平和行進｣が市役所前を６月１２日に出発します。

｢ヒバクシャ国際署名｣と｢９条改憲ＮＯ！３０００万署名｣にご協力を[image: image1.png]
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発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５























































































































